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目

次

使
用
の
部
分

　
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
八
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八

条
の
二
第
一
項
及
び
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
で
あ
っ
て
通
信
制
で

行
う
研
修
及
び
講
習
（
以
下
「
第
二
型
研
修
等
」
と
い
う
。
）
を
次

の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一

第
二
型
研
修
等
の

主
催
者
の
名
称
及

び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導

セ
ン
タ
ー

港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

受
講
対
象
者

都
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
に
勤

務
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
及
び
業
務
従
事

者
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

㈠
　�

へ
き
地
離
島
、
遠
隔
地
に
居
住
す
る

者

㈡
　�

聴
覚
障
害
等
の
障
害
に
よ
り
研
修
会

場
等
で
の
受
講
が
困
難
と
知
事
が
認

め
た
者

三

申
込
受
付
期
間

令
和
六
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
二

月
十
三
日
ま
で

四

受
講
料

㈠
　�

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
　
五
千
円

㈡
　�

業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
　
四
千

五
百
円

告
　
　
　
示

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…�

一

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講

　
習
の
指
定
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…�
一

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
三
日

東
京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

練
馬
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
練
馬
第
二
・
二�

・
百
四
十
六
号
田
柄
二
丁
目
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　
練
馬
区
田
柄
二
丁
目
地
内

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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目
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